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Ⅰ 調 査 の 概 要 
 
１ 調査の目的 
  茨城県に所在する事業所における製造品及び商品について，茨城県と他の都道府県との間の取

引状況を明らかにする。 
 
２ 調査の根拠 
  茨城県統計条例（平成２０年茨城県条例第４５号）及びこれに基づく茨城県物資流通調査規則

（昭和５６年茨城県規則第７９号）による。 
 
３ 調査の期間 
（１） 調査の対象となる期間 

平成２７年１月１日から１２月３１日までの１年間 
（２） 調査の実施期間 

平成２８年８月８日から１０月１４日まで 
 

４ 調査の範囲 
（１）母集団の設定 

ア 製造業 
    日本標準産業分類に掲げる大分類の「E：製造業」に属する事業所のうち，「物資流通調査

品目表」に掲げる322品目を生産している事業所 
イ 商業 

日本標準産業分類に掲げる大分類の「I：卸売業，小売業」に属する事業所 
 
（２）抽出の方法 

ア 製造業調査 

    工業統計調査及び経済産業省生産動態統計調査の名簿及び個票から経済産業省が作成した

名簿情報に基づき,調査品目別に出荷額又は生産額の茨城県内シェアの上位を構成する事業

所を選定した。 

  イ 商業調査 
    統計法（平成19年法律第53号）第27条の規定に基づく「事業所母集団データベース」（平

成26年年次フレーム）から,産業大分類が「I:卸売業,小売業」に属する事業所の母集団名簿

情報について総務省統計局より提供を受けた後,これを産業小分類ごとに売上（収入）金額

が上位のものから選定した。 

ただし,売上（収入）金額に加え,事業所の経営組織,従業者数,取扱商品,業態,開設時期,

地域特性,管理・補助的業務を行う事業所か否か等,事業所の規模や活動状況の情報を総合的
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に勘案して選定した。また,事業所の企業情報（産業分類,取扱商品）をもとに,企業内にお

ける県内事業所の状況も併せて選定基準とした。 

 
（３）調査対象事業所数 

    製 造 業･････１，６５１事業所 
    商   業･････２，２９９事業所（卸売業：３１８，小売業：１，９８１） 
 
５ 調査の方法 
（１） 製造業調査票及び商業調査票によって調査を実施した。 
（２） 郵送調査を基本とし，調査対象の求めに応じて,調査票の送達についてはインターネット

からのダウンロードを,また,調査票の回答については電子メールによる回答を併用した。 

 
６ 調査の事項 
  事業所の名称，所在地及び従業者数などの他，次の事項を調査した。 
 （１）製造業 
    品目別生産額，自工場消費額及び出荷額に関する事項 
（２）商 業 

品目別仕入額，販売額，商品手持額に関する事項 
 
７ 集計 

製造業調査については，対象事業所の産業分類が不明のため，「品目分類別」のみの集計とした。 
商業については，「産業分類別」と「品目分類別」の２種類で集計した。 

   ＊「産業分類別」…対象事業所の主たる産業ごとに集計したもの 

      例) Ａ事業所（自動車卸売業）→ 自動車卸売業：１〔 計１ 〕 

    ＊「品目分類別」…対象事業所が取り扱う品目・サービスの種別ごとに集計したもの 

          例)  Ａ事業所（乗用車及び原動機を卸売）→ 輸送機械：１，はん用機械器具：１〔 計２ 〕 

 
８ 有効回答率 

製 造 業･････６４．４％ 
   商   業･････４７．６％（卸売業：６１．９％，小売業：４５．３％） 


